
地域の絆と災害に強い地域づくり

【福井県】

平成３０年１月２２日

自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク 第１１回会合



「ふるさと」を守る災害対応

災対法改正（平成7年）以降初の災害ボランティアの本格始動

・平成９年１月、ロシア船籍タンカーのナホトカ号が島根県隠岐島沖で沈没。
強い西風の影響で、大量の重油が三国町（現 坂井市）など県内沿岸全域に漂着

・２か月で１０万人ものボランティアが参加。厳冬の中、人力での重油回収に従事

・災害対策基本法に、行政がボランティアによる防災活動の整備に努めることが明
記（平成７年）されてから初めての大規模災害

「福井方式」で災害ボランティア活動を支援

・平成１６年７月、県北部（嶺北地方）で未曾有の集中豪雨が発生。堤防の決壊
や土砂崩れなどで市街地や公共交通機関に甚大な被害
（例）福井市 ３２００棟以上が床上浸水、８０００棟以上が床下浸水

ＪＲ越美北線 ７つの鉄橋のうち５つが流出

・被災翌日に、ボランティアセンターを開設。被災後２０日間で６万人が参加

・ボランティアセンターは、自治体、社会福祉協議会、ＮＰＯなどが協設協営、
県が活動資機材を調達して運営（福井方式）

・義捐金の一部を財源に、災害ボランティア活動を財政的に支える活動基金を設立

重油を回収する災害ボランティア

濁流で流されたＪＲ越美北線の鉄橋

「ふるさと」を守る被災者支援

・平成１６年の福井豪雨では、被災１０日後に全被災者世帯に緊急支援金を給付

・さらに、地域の連帯やコミュニティの崩壊を防ぐため、「被災者住宅再建補助金」
を創設。被災者生活再建支援法では補助対象外とされていた、被災者住宅の改築
や補修、家財道具への支援を実現（平成１９年の法改正に反映） 猛暑の中で作業するボランティア
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被災体験から生まれた「ふるさと納税」

「ふるさと納税」を生んだ２億円

・平成１６年の福井豪雨では、宝くじ当選券２億円が匿名で寄付されるなど、
多くの義捐金が全国から寄せられる

・「ふるさと」の内と外を結ぶ人々のつながりを形にするため、平成１８年、
「故郷（ふるさと）寄付金控除」を提言。国会議員や研究者、メディアを巻
き込んだ活発な議論を喚起

・平成２０年、「ふるさと納税」が実現

被災地を応援する「ふるさと納税」

・ふるさと納税は、インフラ関係などの復興支援に大きく貢献
（例）東日本大震災（平成２３年）４７億７３００万円（前年比１０.２倍）

熊本地震（平成２８年） ８０億４７００万円（ 同 ６.８倍）

・被災自治体の代わりにふるさと納税を受け付ける「代行」の動きも全国で拡大
（平成２３年の東日本大震災では、全国に先駆けてふるさと納税を代理受領）

「ふるさと納税」の健全な発展を目指して

・昨年５月、「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」を設立、全国の
７４自治体がふるさと納税本来の理念を広める活動を展開

・同９月には「ふるさと納税の未来を考えるシンポジウム」を開催、「ふるさと
納税自治体連合表彰」によって各地の先進的な活用事例を全国に発信

本年１月、１０年ぶりに改訂された『広辞苑第７版』に掲載

（平成１９年６月２日福井新聞）

（『広辞苑 第７版』）
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